
厚生労働省が定める掲示事項について 

 

Ⅰ.基本診療料の施設基準等に関する掲示事項について 

 

ⅰ.東海北陸厚生局への届出事項 

基本診療料 受理番号 算定開始年月日 

機能強化加算 第３９４号 令和４年４月１日 

外来感染対策向上加算 第３６８号 令和６年６月１日 

時間外対応体制加算３ 第４１０号 平成３０年１月１日 

電子的診療情報連携体制整備加算３  令和８年６月１日 

 

ⅱ.基本診療料の施設基準等に関する掲示事項について 

ⅰ）機能強化加算について 

当院では「かかりつけ医」として、以下の取組を行っております。  

◆他の医療機関の受診状況及び、お薬の処方内容を把握した上で服薬管理を行います。  

◆健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。  

◆予防接種に関するご相談に応じます。 

◆介護・保健・福祉サービスに関するご相談に応じます。 

介護支援専門員及び相談支援専門員からのご相談に応じます。 

◆夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供いたします。  

※厚生労働省や各都道府県のホームページにある、「医療機能情報提供制度」のページで、かかりつけ

医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。  

 

ⅱ）外来感染対策向上加算について（発熱外来への対応について）  

（外来感染対策向上加算・第２種協定指定医療機関）  

当院では、院内感染防止対策として以下の内容をはじめとした感染防止対策に取り組んでいます。 

◆感染管理者が中心となり、標準感染予防策に従い、職員全員で院内感染対策を推進します。 

◆院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を定期的に実施します。 

◆患者様の受診歴の有無にかかわらず、発熱その他感染症を疑われる疾患の外来診療に対応します。 

◆外来での感染防止対策として、発熱症状等、感染性の疾患が疑われる患者様を一般診療の方と空

間的。時間的に分離して診療を行います。 

◆抗菌薬は厚生労働省の「抗微生物薬適正使用の手引き」に則り、適正に使用します。 

◆当院は、津地区医師会及び三重大学医学部附属病院との感染対策連携を取っています。 

定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に努めます。 

※当院は新興感染症の発生時等に自治体の要請を受けて発熱外来を実施する、「第２種協定指定医

療機関」に指定されています。 

 

ⅲ）時間外対応加算３について 

当院では、当該加算の算定により標榜時間外の準夜帯（概ね午後１０時まで）の 間、病気に対する

ご質問や緊急時のお問い合わせについて、当院通院中の患者様 からの電話等による問い合わせに



対応いたします。 

※新患・初診の患者様には対応しかねますのでご了承ください。  

※原則当院での対応となりますが、やむを得ない事情で対応できない場合は連携 医療機関までご連

絡をお願いいたします。  

◆診療時間外専用の電話番号：080-3667-5197  

◆留守番電話での対応時間 

平日の水、金…午後１０時～午前６時まで 

平日の月、火、木…午後６時～午前６時まで 

※翌日が休日の場合は午前６時以降も留守番電話対応となります。  

※休診日、土・日・祝日…終日留守番電話対応となります。 

◆連携医療機関 

津生協病院 津市寿町 16-24 電話：0570-022848 

 

ⅳ）電子的診療情報連携体制整備加算について 

当院では、「電子的診療情報連携体制整備加算３」に係る施設基準に基づき、以下の体制を整備し

ています。 

◆オンライン請求を行っています。 

◆算定した診療報酬の区分・項目の名称およびその点数または金額を記載した詳細な明細書を、患者

さんに無料で交付しています。 

◆電子資格確認（オンライン資格確認）を行う体制を整備しています。 

◆オンライン資格確認等により取得した診療情報・薬剤情報・特定健診情報、その他必要な情報を活用

して診療を行っています。 

◆医療 DX 推進の体制に関する事項および情報の取得・活用等について、院内の見やすい場所に掲

示し、当院ホームページにも掲載しています。 

◆診療報酬明細書の無料交付について、院内の見やすい場所に掲示しています。 

※当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を

取得・活用する為、マイナンバーカードによるオンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたし

ます。 

初診（月１回） 電子的診療情報連携体制整備加算３  ４点 

再診（月１回） 電子的診療情報連携体制整備加算   ２点 

 

 

Ⅱ.特掲診療料施設基準等に関する掲示事項について 

 

ⅰ.東海北陸厚生局への届出事項 

特掲診療料 受理番号 算定開始年月日 

ニコチン依存症管理料 第１８４号 平成２９年７月１日 

在宅療養支援診療所（２） 機能強化型（連携型） 第７８号 令和４年８月１日 

在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料 
第３１号 

第２６９号 

平成１８年４月１日 

平成３０年１月１日 

外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 第１９６号 令和６年６月１日 



酸素の購入単価 第１2274 号 令和８年４月１日 

生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ 充実管理加算３  令和８年６月１日 

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料注２に規定する 

持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 
 令和８年６月１日 

遠隔モニタリング加算（在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料）  令和８年６月１日 

在宅療養支援診療所（連携型機能強化型ア）  令和８年６月１日 

 

ⅱ.特掲診療料の施設基準等に関する掲示事項について 

 

ⅰ）ニコチン依存症管理料について 

当院では、ニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁煙の為の治療的サポート をする禁煙外来

を行っています。診療所・診療所敷地内周辺は全面禁煙となっております。ご理解・ご協力をお願いい

たします。  

 

ⅱ）在宅療養支援診療所、在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料について 

当院では、機能強化型連携型（ア）在宅療養支援診療所として、地域の医療機関等と連携し、在宅医

療を必要とされる患者様に対して、２４時間対応可能な体制を整備しております。緊急時の連絡体制

を確保し、必要に応じて訪問診療・往診を行うとともに、関係する医療機関、訪問看護ステーション、

介護事業所等と連携し、安心して在宅療養を継続できるよう支援いたします。また、在宅での看取り

を含め、患者様・ご家族のご意向を尊重した医療の提供に努めております。在宅や入居施設で療養す

る患者さまを対象に、緊急時の連絡体制及び２４時間の往診等ができる体制を確保しています。 

 

ⅲ）外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）について 

当院では、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）を届出し算定しています。本評価料 は医療従事者の

処遇改善にその全額を充当することが義務付けられております。 医療従事者が安心して職務に従事

するに役立てさせていただくものです。 ご理解とご協力をお願いいたします。  

 

ⅳ）生活習慣病管理料Ⅰ･Ⅱ 充実管理加算３について 

当院では、患者様の状態に応じて、高血圧症・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病に対し、療養計

画書を用いた継続的な医学管理を行っております。また、生活習慣病管理料「充実管理加算３」に係る

施設基準を満たし、以下のような総合的な治療管理を実施しています。 

＊患者様の病状・治療内容に応じた療養指導 

＊食事・運動・体重管理・禁煙等の生活習慣改善指導 

＊血圧・血糖・脂質等の継続的な管理 

＊必要に応じた専門医療機関との連携 

＊健診結果や診療情報を活用した継続的な健康管理 

 

 

Ⅲ.その他 Web サイト掲載が必要な事項について 

 

ⅰ）診療明細書の発行について（個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書） 



＊医療の透明化や患者さまへの情報提供を推進する観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報

酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。 

＊公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料 で発行いたしま

す。発行を希望される方は会計窓口にてお申し付けください。 

＊明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。その点につきましてご理

解いただき、ご家族様が代理で会計をされる場合、代理の方への発行を含め、明細書の発行を希望

されない方は、会計窓口にてお申し付けください。 

 

ⅱ）一般名処方について 

現在、患者様に処方する医薬品の供給は、出荷の調整・停止や販売中止が相次いでいます。出荷調

整等の影響を避けるために、保険薬局（調剤薬局）では代替となるお薬の確保等の業務が増大してい

ます。 

当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）のあるお薬について、特定の医薬品名ではなく有効成

分の名称を記載した「一般名処方」（一般的な名称により処方箋を発行すること）を行う場合がありま

す。一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、 必要な医薬品が提供しやす

くなります。なお、後発医薬品のある先発医薬品（長期収載品）を患者様のご希望で選択される場合に

は、選定療養費として特別の料金をご負担いただくことがあります。一般名処方について、ご不明な

点等がありましたら職員までご相談ください。 

 

ⅲ）長期処方・リフィル処方せんについて（生活習慣病管理料Ⅰ・Ⅱ） 

当院では患者様の状態に応じ、「２８日以上の長期処方」、「リフィル処方せんの発行」を行っており

ます。なお、長期処方やリフィル処方せんの交付については、病状に応じて担当医が判断いたします。 

 

ⅳ）長期収載品の処方等又は調剤に関する事項 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）がある長期収載品を患者さまご自身が希望する場合、「選定療養

費」として保険割合での自己負担分に加え、後発医薬品との差額分の自己負担金が発生いたします。 

※選定療養費…患者様の選択によって生じる保険診療以外の費用のこと。 

１．選定療養の対象となる処方 

・院外処方 

・院内処方 

２．選定療養費の対象となる医薬品について 

・後発医薬品が発売され、５年以上経過した先発医薬品（準先発医薬品を含む） 

・後発医薬品への置き換え率が５０％以上の先発医薬品 

３．自己負担について 

・長期収載品（先発医薬品）の薬価と後発医薬品の最高価格帯との価格差の４分の１ 

・選定療養費は、保険給付ではないため消費税がかかります。 

・選定療養費の支払いは、院内処方の場合は当院、院外処方の場合は調剤薬局 となります。 

・公費負担制度をご利用の場合も負担の対象となります。 

４．対象から除外されるケースについて 

・医師が医療上の必要性で後発医薬品への変更が出来ないと判断した場合 

・メーカーの出荷制限などで、後発医薬品を提供することが出来ない場合 

・バイオ医薬品の処方 



 

 

Ⅳ.保険外負担に関する事項について 

 

様式 費用（１通） 様式 費用（１通） 

診断書（一般的なもの） 3,300 円 死亡診断書 5,500 円 

死体検案書 16,500 円 生命保険等診断書 5,500 円以上 

障害年金診断書 5,500 円 休業証明書 4,400 円 

身体障碍診断書 5,500 円 身体障碍診断書（患家訪問） 16,500 円 

臨床調査個人票（新規） 5,500 円 臨床調査個人票（更新） 3,300 円 

互助会証明書 550 円 思いやり駐車場診断書 2,200 円 

※上記以外については、お問合せください。 

 

 

Ⅴ.指定医療機関に関する事項 

 

当院は、以下の指定を受けている医療機関です。 

・保険医療機関 

・労災保険指定医療機関 

・生活保護法指定医療機関 

・難病医療費助成指定医療機関 

・第２種協定指定医療機関 

 

 

みえ医療福祉生活協同組合 

高茶屋診療所 


